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原告は、本書面にて被告医療法人一裕会・第 1準備書面に対し、実習中の事実経

過を中心に反論を行う。

第 l I「被告一裕会の主張」の第 1「はじめに」に対して

精神疾患に罹患した者の遺書の内容が、自責の念に基づき自分を責める内容と

なるのは一般的であり、その遺書の内容から直ちに精神疾患となつた原因等を導

くことは出来ない。

また、実習が学生にとつて緊張感を強いるものとなっていることは、各種の

研究・調査から明らかとなつているが、研修先である被告一裕会としては、学生

に対する現場での専門教育を実施する機関として、実習にともなう学生の心理

的負荷に配慮する義務を負い、「嫌がらせ、いじめ」などのハラスメントが生

じるような事態を発生させてはなら無いことは当然として、さらに学生に精神
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障害等の心身の不調をもたらすような強い心理的負荷がかかることがないよう

に十分に配慮する義務を負つているというべきである。

本件では、被告一裕会が指摘する「教育」の場といえども、このような配慮が

十分になされたか否かが問題となることに変わりはない。

第 2 同第 2「事実関係について」に対 して

1 同項 「1 はじめに」に対して

原告は、不知。

なお、実習期間については、平成 25年 11月 4日 から同年 12月 20日 まで

の 7週間であつた (乙 2・ 6頁 )。

2 同項 「2 亡輝民氏に対する事前情報」に対して

不知

3 同項「3 実習の開始」

(1)実習の開始日は認める。

(2)実習内容

ア 亡輝民が実習中に作成していた文書は以下のものである。

① 症例日誌 (甲 15)

症例発表の担当患者となつた●さんに関するデイリーが記載されている。

② 実習日誌(甲 16)

一日ごとの実習内容のうち●さん以外の患者に関するデイリー

③ ●さんの症例レポート (甲 17)

「実習指導要綱資料 2-2」 に「症例報告内容」 (乙 2・ 19頁)と して説

明がなされているものである。亡輝民がフアイルの名前を「臨床総合実習レポ

ート」として自己のノートパソコンに保存していた。

④ 症例レポートのレジメ (甲 18)
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⑤ 症例患者とは関係ない以下のようなテーマについて文献等を調べて検討した

上で作成した文書で実習日誌の中に綴じられている。

甲6において、亡輝民が「課題」と表現しているもの。

11月 5日  ロタオル体操について、□超音波療法について

11月 9日  □魚類・爬虫類・哺乳類(四足歩行)。 ヒト(2足歩行)の歩行の特徴

11月 11日  □身体拘束について、□協調運動

11月 13日 □年齢及び性別が筋力に与える影響 □老化に伴う筋力低下

11月 14日  □CI療法、□川平法、□立ち直り反射

イ 被告一裕会は、原告が訴状で主張した「③ 菫■バイザーからの指示によりそ

の都度『レポート』を作成すること」 (訴状 11頁)を否認するが、既述のよう

に症例患者とは関係ないテーマについて検討した文書が含まれていることから、

これらの文書を「レポート」と表現するか否かは別として文書自体は存在する。

ウ 被告一裕会は、実習日誌について「症例患者や他の患者に関する実習内容は、

症例患者の検査予定、これらに対する自らの感想を含む」と主張する (同準備書

面 7頁、下線代理人による以下も同様。)。

これに対して、近畿リハ学院の臨床総合実習指導要綱 (乙 207頁)では、こ

れらの文書の内容について以下のように定められており、実習日誌については

「その日に観察した症例、検査 0汲I定を行つた症例」と「過去形」で表記され

ており、いずれもその日に実施した内容を記載することが前提となつていた。

(1) 実習日誌

②内容 :1)その日に観察した症例、検査・測定を行つた症例、運動療法や

物理療法を行つた症例、習得した知識・技術、指導者への質問、自身の反省や

感想などを各項目にまとめて記載する。

(2)症例日誌

②内容 :担当した症例の内症例報告会で発表する症例について、評価および

治療経過等を通して実習指導者からのアドバイスを参考に、また、症例報告会
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に向けて、「統合と解釈」や「問題点の抽出」等についても記載し、実習指導

者からのコメント等を戴き発表資料を完成させていくこと。なお、症例日誌の

内容については、「症例報告内容の進め方」(資料2‐ 2)を参考にすること。

工 後述の 8(3)で述べるとおり、亡輝民は、実習日誌、症例日誌にどういつた内

容を具体的に記載するのかについて、日■バイザーの指示が明確でなかつたことか

ら苦慮していた。辻クリニックにおいて、各作成文書の記載事項について事前に亡

輝民に対し具体的かつ適切な説明がなされなかつたために、デイリー等の文書作成

に関連して亡輝民に不必要な過度の心理的負担がかかる要因となつた。

オ 亡輝民が、平成 25年 11月 5日 に実習を開始して同月 29日 に失踪するまで

の実実習日数 20日 間に、同人が作成した文書は、原告が、近畿リハ学院を通じ

て被告一裕会から返還を受けた文書だけでも症例レポート45頁、実習日誌 54

頁、及び症例検討レポートのたたき台及びレジュメ21頁の合計 120枚に及び

文献のコピー 5枚を除いても合計 115枚となる。その中にはいろいろ調べた上

で検討結果を記載する必要があるものも含まれ、その分量及び内容からして、被

告医療法人一裕会が主張するような、実習中の合間に作成出来るようなものでは

到底なかった。

この点、甲21は亡輝民が「デイリー 11月 分」と題するファイルに保存をし

た実習日誌を作成した際のファイルの更新日時の一覧であるが、以下のように深夜

・早朝の更新日時が散見され、亡輝民がこれら文書の作成に長時間を要していたこ

とが分かる。

・ 11月 7

◆11月 9

011月 1

ell月 2

・ 11月 2

日  午前 1時 14分

日  同 5時 57分

2日  同 1時 09分

1日   同 6時 18分

2日  同 0時 01分

6時 29分

6日  同 2時 50分・ 11月 2
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で、これは症例担当をすることになつた 「    さん」に対するものと特定出

来る (甲 15の 39頁、なおこの文書は報告がないという■■バイザーの指摘を

受けて 11月 13日 の実習後に作成されたものである。)。

この点、症例レポートとして亡輝民が準備していた文書 (甲 17013頁 )で

は、 11月 13日 に感覚検査として、「 (表在感覚検査) 検査方法 :刷毛を皮

膚に軽く当てる。感じた刺激の強さを、右を10と して基準とし、左下肢の同部

位ではどのように感じたかを数値で応えてもらう。」、「 (痛覚検査)検査方法

:楊枝で皮膚を軽く指す。感じた刺激の強さを、右を10と して基準とし、左下

肢の同部位ではどのように感じたかを数値で応えてもらう。」を実施したとある。

被告主張の検査はその内容からして「表在感覚検査」であつて、 11月 12日 に

実施された「痛覚検査」ではないと考えられる。

(2)こ のように実施した検査自体が事実と異なり、同日に他に
「表在感覚検査」

をした患者がいないことからして、「こんなやり方では意味がないから」という

被告一裕会主張の亡輝民の実施した検査方法が問題があつたという事実は認めら

れない。あたかも検査方法が悪かつたという事実をねつ造してまで主張しなけれ

ばならい理由は、理不尽な叱責であつたことを否定せんがためであろう。

症例レポートにおいて「余計な検査を実施しない・・ 00」 等の記載があり、

亡輝民の検査方法に不十分な点があつたことは否めないにしても、■■バイザー

より十分な説明も受けられない中で「検査中止」と明言されたことが、ただでさ

え緊張感をもつて実習に臨んでいる亡輝民にとつて、大きな心理的負荷となつた

ことは明らかである。

6 11月 13日

(1)まず、被告一裕会の 「■■バイザーは実習当初から、デイ リーには必ず症例

患者の予定や、いろんな患者の検査の仕方や検査の流れなどについて、うまく行

ったことや失敗 したこと、感じたことなどを書いて欲 しいと要望を伝えていた」

とする主張は否認する。



亡輝民の真面目・従順な性格からして、具体的な指示を受けたことを実行しな

いとは考えがたいこと、また、後述するように13日 の前後でデイリーの記載に

ついて、前述の日■バイザーの指摘を踏まえて記載されたと評価出来る内容が記

載されるようになつており、亡輝民が事前にこのような説明を聞いた事実はない。

(2)被告一裕会の主張によつても、デイリーに前日の検査が中止になつたことを

記載しなかつた理由について、検査を中止になつたので書く必要がなかつたと亡

輝民が返答したのに対して、「ボイコットしているのと同じやで。今日帰る

か。」と述べたことを認めている。 「ボイコット」とは一般的に「排斥」
「拒

否」「抗議」等の強い否定的な感情を伴う行動を意味するものであるが、亡輝民

がデイリーを記載しなかつたことがそのような意味を持つものだと言われ、しか

も「帰るか」とまで言われたことに照らし、これらの■ロバイザーの言動が亡輝

民に対し、強い心理的負荷をもたらす言動となつたことは明白である。

(3)ま た、被告一裕会は、「次ぎやつたらやめてもらう」とは
「当該患者に対す

る同様の検査はやめて貰う」との意味であり、訴状で主張の「実習をやめさせる

趣旨」は「独自の解釈」だと反論する。

しかし、甲6では亡輝民は「今日はもう見せたくない、帰るか」と言われ、3

0分程、リハ室角のスペースで待機した上で、「次ぎやつたら終了」と■■バイ

ザーから言われているのである。「終了」という表現からして、実習を終了する

という意味として亡輝民が受け止めたことは明らかであり、被告一裕会の主張こ

そ詭弁に他ならない。

加えて、被告一裕会は「待機」と表現するが、実際には、亡輝民はどうしてよ

いか分からず呆然として空きスペースにいたのであろうから■Dバイザーから声

を掛けられるまで、何を言われるのかビクビクしながら時間を過ごしたと推測さ

れるのであり、「待機」などというものではない。

(4)原告は、ヨロバイザーが同日、業務終了後に「明日のデイリーはもう遅いし

作らなくてもいいよ」と述べたとする点は不知であるが、亡輝民は同日日付の変

わった 14日 午前 1時 57分までかかつて、 11月 13日 の実習日誌及び 12,
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13日 の症例日誌を作成した (甲 21)。

(5)こ のように12日 には亡輝民が実習中に検査の中止を明言され、 13日 には

「帰るか」とまで言われており、本来であれば実習中の大きな出来事として把握

されるべき事実経過である。しかし、甲5の報告書ではこれらの点について言及

が一切ない。■E担任が亡輝民から「実習の顛末書」 (甲 6)と して 11月 12、

13日 のこれらの出来事を聞いているにも拘わらず、 12, 13日 の出来事につ

いて■■バイザーに確認をしなかつたのか確認をしたがその内容を書いてないの

かその点は原告には分かりかねるものの、甲5が重要な事実経過を全て伝えるも

のでないという疑義が生じるだけでなく、近畿リハ学院が重要な事実を隠蔽しよ

うとした意図があることを示唆する。

(6)  ′Jヽ括

以上のとおり、 13日 の一連の出来事は亡輝民にとつて極めて強い心理的負荷

をもたらすものであり、そうであるからこそ、亡輝民は翌 14日 に■■胆任に相

談するためのメールを送信したのである。

7 11月 14日

同日、症例対象の患者が休みだつたため、他の患者の検査や治療を行つたこと

等、同日の実習内容は概ね認める。

また、被告一裕会の主張によつても■Bバイザー「亡輝民氏に症例患者のレポ

ートの考察を進めておくよう伝えた」とあり、翌日、考察結果をレポートとして

提出することや、症例患者が休みでも何らかの検討をして症例日誌を作成するこ

とを明確に伝える指示内容とはなつていない。

亡輝民が担任に相談したことが、同日、日■レヾイザーに連絡されたか否かは不

知である。

11月 15日

既述のとおり、亡輝民は、前 日の 14日 に■ロバイザーより症例患者のレポ

８

　

０
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―卜の考察を進めるようにとの指示を受け、翌日に考察結果や症例日誌を文書と

して出せるようにしておくことまでの指示は受けていなかつた。

この点、被告一裕会が主張する「亡輝民氏から朝に提出されたデイリーと症例

レポートを見ると、前日の担当症例以外の患者のデイリー部分に関しては、その

時の出来事が記載されており問題なかつた。しかし、肝心の担当症例患者につい

ては、前日休みではあつたが、本日実施する検査内容や検査意義、動作について

の考察など、報告すべきことは多々あるにも関わらず記載が全くなかつた。」と

あり、ここでいう「症例レポート」とは、「症例日誌」のことか「臨床総合実習

症例レポート」のどちらを指しているのか明確ではない。

いずれにしても、亡輝民は「■E先生より、症例様についてのものが出ていな

いと言われました。前日お休みでしたので、デイリーは作つていない事、自室で

レポートの口「を作つていたことを伝えた」 (甲 5)と ころ、予想に反して■■バ

イザーより「見てなければ出さないでいいのか ?」 と問われ、亡輝民は、担当症

例の考察をしてレポートのたたき台は作成していると述べた。それに対し、■■

バイザーより再度、「見てなければ出さないでよいのか」と、前日の指示とは異

なることを強く言われたため、どのように返答すればよいのか窮して黙つている

と「無視しているのか」と言われたものである。

この点、前日に、亡輝民としては、日■バイザーの指示どおりに「考察を進

め」ていたが、明確な指示を受けていない「文書の提出」を求められた亡輝民が

言葉を失つた状態になることは容易に推測される。それに対して「無視をするの

か」と■■バイザーは突き放した表現をしたのであつて、前日の日■バイザーの

指示内容からして明確に指示をされていない内容のことが出来なかつたとして、

このように亡輝民を一方的に責めることが理不尽な言動であることは明白である。

この一連の経過からして、前々日の 13日 に続いてさらに亡輝民に強い心理的

負荷がかかつたと認められる。

(2)ま た、被告一裕会の主張や甲 5の報告書では亡輝民が自分から学校へ帰ると

言つたとなつている (甲 5011頁 )。
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しかし、亡輝民が作成した顛末書では「お詫びしたのですが、帰るように言わ

れました。その後、クリニックを出ました。」 (甲 6・ 2枚 日)と あり、亡輝民

が自ら学校へ帰るとはなつていない。この点、辻クリニックに勤務する近畿リハ

学院の元同級生の■Dさんとのメールのやりとりでは、「どうしました??大丈

夫ですか?連絡下さい」 (甲 20の 2)と のメールに対し、亡輝民は「ご迷惑を

かけて申し訳ないです。『帰れ』と言われまして」 (甲 20の 3)と返信してい

る。また、このメールに対し■●氏は「『帰れ』と言つた■■先生が焦つてはつ

たし」 (甲 20の 5、 下線代理人)と あり亡輝民自らが先に学校へ「帰る」とい

つたものでないことは明白である。

「亡輝民自ら帰る」と言つたとする被告一裕会の主張、甲5の報告書の内容が

事実に反するとともに、ここでも■Dバイザーの亡輝民への指導が正当なもので

あり亡輝民に問題がある、原因は同人にあると主張せんがために事実をねじ曲げ

て主張がなされていることが分かる。

(3)被告一裕会が主張する亡輝民が辻クリニックを出た後に、自■バイザーが近

畿リハ学院の担任の‐ 教員に伝えた内容は原告は不知であるが、同日問題とな

つているのは、既述のとおり、実習日誌と症例レポー トに担当症例の患者の記載

が無かつたことであり、そのことが問題となつている点について、原告・被告一

裕会間にも争いがない。

しかし、被告一裕会の主張や甲5012頁 では、一連の経過の他「デイリーで

大野君がどう思つているのか、何を感じたのかという心境や感情の変化が少なく。

何を考えているのか分からないことがある。その心境などを持つて書いて欲し

い」と要望を述べたに過ぎないのだとしたら、そもそも、亡輝民が日々 作成する

実習日誌、症例レポートに何をどこまで書くかについて、日■バイザーの事前の

指示が明確でなく、その場その場でそれまでには言われてないことをしていない

として毎日のように叱責を受け、亡輝民が追い込まれた状態にあるという問題の

本質が何ら理解されていないことを示唆する。

前記 5の 11月 12日 についても、検査が途中で終わつたものについての症例

‐
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レポートを作成していないことが問題となっているのであり、甲6の記載内容か

らも、亡輝民が、デイリーや症例レポートに何をどこまで書くべきなのかについ

て悩んでいることが明らかなのに、その事柄に沿つたやりとりが、■●バイザー

と■D教員との間でなされていない。

まさに、このことは両被告が亡輝民の実習中における心理的負荷を軽減するた

めに必要な連携・協力を欠いていたこと、その結果、亡輝民に対し強い心理的負

荷がかかっていたことを裏付ける重要な事実の一つである。

(4)なお、被告一裕会は、「デイリーや症例レポートの記載事項について、亡輝

民が■■バイザーの指示に従おうとしなため、■■バイザーも同氏の教育に苦労

している」との主張をする。しかし、既述のとおり、■■バイザーの指示が明確

でないことから、デイリーや症例レポートに何をどこまで記載すればよいのか亡

輝民が苦慮 しているのであり、亡輝民が同バイザーの 「指示に従わない」どころ

か 「従いようが」ないのであつた。

また、 15日 付け以降の症例レポー トでは、検査の目的、動作についての考

察等が具体的に記載されており、被告一裕会の準備書面 11頁 16行 日で■日

バイザーが指摘したとする「検査内容や検査意義、動作についての考察など、

報告すべきことは多々」を受けて記載するようになつており、亡輝民がバイザ

ーの指示に的確に応えていることが分かる。さらには、 15日 に具体的に指摘

される以前にはこういつた明確な指示がなされていないために、亡輝民が症例

レポー トにこの内容まで盛 りこむことを認識できていなかつたことが裏付けら

れる。

(5)加えて、甲5の実習全体を通じての■■バイザーによる「私の指導にも前向

きに修正・実践して理解しようとしていた」 (甲 508頁下から5行 日)と い

う報告内容や、実習の3週 日に入つた時点での「(19日 )彼のこれまでの実習の態

度や内容を途中ながら総合的に考えると、是非来てほしい人材と感じていた。

リハビリ責任者も 0・ ・実習の取り組む姿勢から良い人材だと感じている様

子」 (甲 5014頁 、30行日)の内容からして、むしろ、亡輝民は‐ バイ

‐
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ザーの指示を出来るだけ応じようとしていた姿勢が窺えるのである。

以上より、亡輝民が「バイザーの指示に従おうとしない」などという主張は

極めて失当である。

(6) /Jヽ括

このように、 11月 12, 13, 14日 の症例レポート、実習日誌を巡るH

バイザーとのやりとりは、「検査を中止したとはいえ」 (13日 )「見てなければ

ださないでいいのか ?」 (15日 )等 と難癖をつけて亡輝民に嫌がらせをしている

としか評価出来ない。

9 11月 16日

同日に被告一裕会主張のようなや りとりに沿つた記載が甲 5にあることは認め、

その事実の有無は不知。

なお、亡輝民より11月 15日 の一件について、 「説明を聞いて後ろを向かれ

ちゃいました」とい う事実はない。

10 11月 19日 及び 11月 20日

同日に被告一裕会主張のようなや りとりを裏付ける記載が甲 5にあることは認

め、その事実の有無は不知。

11 11月 23日

この日は、祝 日のため辻クリニックは休診 日で、亡輝民は実習に行つておらず、

被告一裕会主張のようなやりとりを■■けブバイザーとしていない。

12 11月 25日

同日に被告一裕会主張のようなや りとりを裏付ける記載が甲 5にあることは認

め、その事実の有無は不知。

なお、症例発表に関連 して本書末尾に求釈明を行 う。
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13 11月 27日 (水 )

(1)訴状でも記載のとおり、亡輝民は、症例担当患者の●さんが10分後に接骨

院の予約をとつていたことは知らなかつた。このことは、原告ら遺族が亡輝民死亡

後の平成 26年 4月 21日 、辻クリニックを訪間時、■■バイザーらに聞き取りを

行つた際、同バイザーも10分後に予約が入つていたことは知らず、‐ リハビリ

部長も■■ドイザーが知らない以上、亡輝民にも伝わつていなかつたと述べており、

「亡輝民が知っていた」という事実はない。その余の事実は不知である。

そもそも被告一裕会主張のとおり10分後に接骨院の予約が入つていたとして、

辻クリニックの 2階リハビリ治療室から身体の不 自由な患者を伴って同クリニ

ックを出て道路において 6分間の歩行距離を測定し前後の脈拍を検査 し、さら

にSPOの計測等を終えて同クリニックに連れて帰るにはあまりにも短く時間的

に無理がある。予約時間まで 10分しかない中で、そのような検査の指示をす

ること自体極めて不適切である。

(2)予約時間を知らされていない亡輝民が●さんの当日の体調を配慮 して検査を

すれば、多少の時間オーバーはあり得る。それにも拘わらず、■■バイザーは

「何 してたん ?みんな探 し回つてたんや」と亡輝民を責め、 「接骨院の皆も探

し回つた」 「一言謝つてくるように」と亡輝民に指示 し、亡輝民はこれに従い

「謝つてきました」と「神妙な顔つき」で■■バイザーに報告した (甲 501

8頁 )と記載されている。

予約時間を知らされず指示された検査をしていたに過ぎない亡輝民とすれば、

なぜ 「何をしていたのか」と問われる事になるのか、また、自分が謝る必要がある

のか分からないとい う思いが「神妙な顔つき」とい う表情に繋がつたものと推測さ

れる。

(3)既述のように原告らとの面談時には、■■バイザーは接骨院の予約のことを

知らなかつたと言つており、実際のところ■■バイザーが知つていたか否か原告に

は事実は分からない。しかし、仮に知つていてEバ イザーが亡輝民に予約の時間

を告げることなく、そもそも時間的に無理な検査を指示したのであれば、これは、
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■■バイザーに陰湿な嫌がらせの意図があつたと評価せざる得ない。

14 11月 28日 (本)、 11月 29日 (金 )

被告一裕会主張の事実に沿つた内容の記載が甲 5にあることは認める。

なお、 29日 にチェックをしたレジュメとは甲 18の ことと考えられるが、●

ロレヾイザーが具体的に改善点を指摘したという中の「1.空白箇所が多いのでもつ

と検査内容や評価内容を書くように。」との点は、甲18の どの箇所が「空白箇所

が多い」ということなのか、明らかにされたい。

同「第3 法的評価について」に対して

「1 原告の主張する注意義務違反及び注意義務違反行為」に対して

被告医療法人一裕会の責任について

原告は、被告一裕会については、民法 715条による不法行為の使用者責任

をその責任原因として主張しているが、以下のとおり、被告一裕会の安全配慮

義務違反を理由とする債務不履行責任の主張を追加する。

(2)被告一裕会の安全配慮義務

被告一裕会は、実習生を被告高寿会から受け入れるに際し、被告高寿会との

間で実習生受け入れに関する契約を締結していると考えられる。そして被告一

裕会は、上記実習生受け入れ契約に基づき、実習生に対する専門的な現場研修

を実施するのであり、実習生受け入れ研修機関として、被告高寿会に準じた実

習生に対する安全配慮義務を負つていると解すべきである。

被告高寿会が在学中の学生に対して安全配慮義務を有しているのは明らかで

あるが、被告一裕会は被告高寿会との契約により、被告高寿会に代わつて学生

に対する実習形式での研修を実施する機関となつたのであるから、被告高寿会

が負つている安全配慮義務を継承し、被告一裕会もまた実習中の学生に対して

安全配慮義務を負うことになると解すべきである。研修機関たる医療機関と実

習研修生との関係は、実習生が研修機関の指揮命令や指導に服する一種の従属関

…14



係であり、専門学校と生徒との関係と同じと評価しうるものである。

(3)被告一裕会の安全配慮義務の内容

実習が学生にとつて緊張感を強いるものとなつていることは、各種の研究
。調

査から明らかとなつているが、研修先である被告一裕会としては、学生に対す

る現場での専門教育を実施する機関として、実習にともなう学生の心理的負荷

に配慮する義務を負い、「嫌がらせ、いじめ」などのハラスメントが生じるよ

うな事態を発生させてはなら無いことは当然として、さらに学生に精神障害等

の心身の不調をもたらすような強い心理的負荷がかかることがないように十分

に配慮する義務を負っているというべきである。

(4)注意義務違反ないし安全配慮義務違反があること

前記第 2で指摘したとおり、■■バイザーの言動は亡輝民に対する嫌がらせに

該当するもの、また、亡輝民に対し心理的負荷をかけるものであり、被告一裕会に

は注意義務違反ないし安全配慮義務違反が認められる。

2 「2 相当因果関係」に対して

以上の義務が尽くされず、亡輝民に強度の心理的負荷がかかつたことにより亡

輝民が死亡前にはうつ病に罹患していたと推測され、うつ病の症状の一つである

希死念慮から自殺にいたつたことから被告一裕会の安全配慮義務違反 と亡輝民の

死亡には相当因果関係が認められる。

第4 求釈明

原告は被告一裕会に対し、基本的な事実関係を認定する上でいずれも必要な

事項であることから、以下の点についての釈明を求める。

1 ■■バイザーの略歴

(1)理学療法士の資格を取得した時期

(2)亡輝民の実習担当にあたるまでの実務経験は具体的に女口何なるものか

(3)実習時のバイザーとしての具体的経験の内容
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2 実務日誌、症例検討の記載内容についての説明・指導

亡輝民に対しこれらの文書の記載内容について具体的にどのような説明・指導

をしたのか

3 実務日誌、症例検討の取扱い

症例検討 (甲 15)、 実務日誌 (甲 16の 1)は、ピンクのファイルに綴じら

れたものを亡輝民死亡後に辻クリニックが近畿リハ学院に返還し、原告は近畿リハ

学院からさらに返還を受けたものであるが、通常、これらの文書はどのような取扱

いがなされているものなのか。

このファイルに綴じて辻クリニックで保管されているものなのか、亡輝民が日

誌等を■ロバイザーに内容を検討してもらうために、綴じたものを■■バイザーに

提出して返還を受けるようになつていたのか。

4 実務日誌、症例検討等の亡輝民作成の文書への書き込みの特定等

(1)亡輝民が実習中に作成したこれら文書の中に、所々に赤色等で指導者の手書

きによる添削ないし指導のコメントと考えられる記載があり、日■バイザーらによ

るものと考えられる。

そこで、各記載について、日■バイザーまたはその他の辻クリニックの理学療

法士らの誰が記載をしたものかを特定されたい。

(2)デイリーについて、11月 19日以降、「反省点」という項目が新たに設け

られ記載されるようになつたが、この記載に関連して、誰がどのような指示をした

のか明らかにされたい。

5 症例発表の日程等について

(1)症例発表の日程については、当初、いつの時点で具体的にどのような内容で

決まっていたのか

‐
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「初期症例発表」の他、 「中期」、「最終期」といつた発表はあるのか

(2)前期(1)の内容は事前に亡輝民に説明がなされていたのか

(3)被告一裕会の主張において 11月 25日 に 「■■バイザーは、亡輝民氏の間

題点の抽出が未だ不十分あるので、亡輝民と相談 して症例報告を 29日 (金)に延

期することとした。」とあるが、何を根拠に 「問題点の抽出が未だ不十分」と判断

したのか。

その対象となつた症例レポー ト等の亡輝民作成の文書があるのであれば、それ

を特定されたい。

(4)前記(2)と 関連 して、 11月 25日 に提出をされたと考えられる症例レポー ト

(甲 1507枚 目、 「11/26(月 )」 との記載がされているが、 25日 に誤 り

である。)では、「今回提出をしたレポー トの内容では」とあるが、このレポー ト

はどれか特定されたい。

(5)11月 25日 に予定された初期症例の発表の延期が決まったのはいつか。
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